
町内の各種グループ・サークルの催しなどをお知らせください
※掲載希望月の前月 10 日までに総合政策課企画振興室広報広聴係へ要連絡

納税だより

暮らしの

Information

－14－

【年末調整の時期が近づいてきました】

■年末調整とは

　給与所得者にとって、年末調整は確定申告に代わるもので、

毎月の給与やボーナスなどから徴収された所得税の今年の合

計額について、給与総額から算出した所得税額（年税額）と

比べて、生じている過不足額を精算するものです。ほとんど

の場合、年末調整を受けると所得税の納税が完了し、改めて

確定申告を行う必要がなくなります。

■年末調整を受ける際の注意

①扶養控除の申告書

　勤務先に「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を提

出している人で、平成 28 年中に結婚、出産、就職などによ

り扶養親族に異動があったときは、その都度、この申告書を

勤務先に提出することになっています。本年中に異動があっ

てもまだ提出していない人は、年末調整に間に合うよう提出

してください。また、扶養親族で、平成 28 年中の所得が 38

万円を超える人は、扶養控除が受けられませんので、扶養親

族の所得についても今一度ご確認ください。（ただし、配偶

者については、所得が 38 万円を超える場合であっても 76 万

円未満であれば、「配偶者特別控除」が受けられます。）

　平成 28 年分の扶養控除申告書には被扶養者の「マイナン

バー（個人番号）」の記載が新たに必要となります !!

②保険料控除等の申告

　本人が支払った国民健康保険税や国民年金などの社会保険

料はその全額が、また、生命保険料や地震保険料などはその

支払った額に応じて算出した額が、それぞれ年末調整の際に

所得から控除されます。これらの控除を受けるためには、加

入先から発行された「保険料等控除証明書」などの添付が必

要になります。これらの書類が送付される時期です。こちら

も紛失にはご注意を !!

■お問合せ／町税務課住民税係　☎ 56-8003

募

集

■
募
集
期
間
／
11
月
1
日
（
火
）
〜
14
日

　
（
月
）

一
般
世
帯
向
け
（
複
数
世
帯
）

・
ノ
ー
ス
パ
ー
ク
タ
ウ
ン
（
北
７
西
1
）

3
Ｌ
Ｄ
Ｋ

1
戸

3
階

・
南
９
条
団
地
（
南
９
西
2
）
※
浴
室
有
、

　

浴
槽
無

　

3
Ｄ
Ｋ

１
戸

※
修
繕
な
ど
が
完
了
し
て
か
ら
の
入
居
に

　

な
り
ま
す
の
で
、
入
居
可
能
に
な
る
ま

　

で
日
数
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す

※
申
請
に
は
所
得
制
限
な
ど
が
あ
り
ま
す

※
階
の
表
示
は
、
物
置
・
車
庫
な
ど
に
よ

　

り
実
際
と
違
う
場
合
が
あ
り
ま
す

　

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
町
建
設
課
住
宅
係
☎
56
―
８
０
１
２

《
臨
時
教
員
》

　

町
内
の
小
・
中
学
校
（
分
校
を
含
む
）

の
教
職
員
に
欠
員
が
生
じ
た
場
合
に
募
集

を
し
ま
す
。

■
職
種
／
産
休
代
替
・
育
休
の
代
替
等
教

　

諭
（
北
海
道
教
育
委
員
会
に
て
採
用
）

■
勤
務
地
／
町
内
の
小
学
校
で
欠
員
が
生

　

じ
た
学
校

■
資
格
／
教
員
免
許
（
小
学
校
）

■
申
込
方
法
／
履
歴
書
に
所
有
教
員
免

　

許
・
職
歴
な
ど
を
記
入
の
上
、
送
付

※
採
用
に
つ
い
て
は
欠
員
状
況
な
ど
に
よ

　

る
た
め
、
必
ず
採
用
と
な
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん

《
学
習
支
援
員
》

■
職
種
／
学
習
支
援
員
（
パ
ー
ト
職
員
）　　

　
（
倶
知
安
町
教
育
委
員
会
に
て
採
用
）

■
勤
務
地
／
倶
知
安
町
立
倶
知
安
小
学
校

サ
ン
ス
ポ
テ
ニ
ス
ク
ラ
ブ

冬
期
会
員
募
集

■
資
格
／
教
員
免
許
（
小
学
校
・
中
学
校
・

　

高
校
の
い
ず
れ
か
）

■
期
間
／
平
成
29
年
1
月
中
旬
〜
平
成
29

　

年
3
月
中
旬

■
申
込
方
法
／
履
歴
書
に
所
有
教
員
免

　

許
・
職
歴
な
ど
を
記
入
の
上
、
ハ
ロ
ー

　

ワ
ー
ク
か
ら
の
紹
介
状
を
添
え
て
送
付

　

し
て
く
だ
さ
い

問
町
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

　

☎
56
―
８
０
１
８

■
勤
務
内
容
／
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援

　

員
の
補
助

■
賃
金
／
時
給
８
３
０
円

■
そ
の
他
／
勤
務
時
間
、
申
込
な
ど
詳
細

　

に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
町
福
祉
医
療
課
少
子
高
齢
化
対
策
室
福

　

祉
係
☎
23
―
０
５
０
０

　

冬
期
間
（
11
月
２
日
〜
4
月
24
日
）
町

総
合
体
育
館
で
硬
式
テ
ニ
ス
を
楽
し
む

サ
ー
ク
ル
で
す
。
初
心
者
の
方
も
歓
迎
。

■
活
動
日
時
／
毎
週
水
曜
日
9
時
〜
12
時

■
会
費
／
３
０
０
０
円

※
夏
期
は
サ
ン
ス
ポ
ー
ツ
ラ
ン
ド
で
活
動

問
23
―
２
８
８
２
（
小
出
）

■
対
象
／
小
学
1
〜
6
年
生
、
中
学
生

■
活
動
日
時
／
土
、
日
、
祝
日
の
９
時
30

　

分
〜
正
午
ま
で

■
活
動
場
所
／
主
に
旭
ヶ
丘
ク
ロ
ス
カ
ン

　

ト
リ
ー
ス
キ
ー
コ
ー
ス

■
入
団
費
／
７
０
０
０
円
（
1
人
）

■
後
援
会
費
／
３
０
０
０
円
（
１
世
帯
）

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
非
常
勤（
パ
ー

ト
）
職
員
・
支
援
員
補
助
員
募
集

臨
時
教
員
・
学
習
支
援
員
募
集

ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
ス
キ
ー

少
年
団
員
募
集

町
営
住
宅
入
居
者
募
集



ず
こ
の
証
明
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

控
除
証
明
書
の
か
わ
り
に
領
収
証
書
を
添

付
し
て
も
控
除
さ
れ
ま
す
。

　
「
社
会
保
険
料(

国
民
年
金
保
険
料)

控
除
証
明
書
」
の
照
会
は
、
控
除
証
明
書

の
は
が
き
に
表
示
さ
れ
て
い
る
番
号
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
扶
養
し
て
い
る
家
族
の
国
民
年
金
保
険

　

料
を
納
付
し
た
場
合
は
、
納
付
し
た
方

　

が
そ
の
保
険
料
を
申
告
す
る
こ
と
が
で

　

き
ま
す
。（
控
除
証
明
書
ま
た
は
領
収

　

書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
）

「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」

　

☎
０
５
７
０
―
０
７
０
―
８
１
０

■
期
間
／
11
月
14
日
（
月
）
〜
20
日
（
日
）

　
（
平
日
：
８
時
30
分
〜
19
時
、
土
日
：

　

10
時
〜
17
時
）

問
札
幌
法
務
局
倶
知
安
支
局

　

☎
22
―
０
２
３
２

　

冬
季
、
生
活
道
路
確
保
の
た
め
、
私
道

な
ど
町
除
雪
対
象
外
道
路
（
会
社
な
ど
の

施
設
構
内
等
を
除
く
）
の
除
雪
を
す
る
地

域
住
民
に
対
し
、
除
雪
業
者
へ
の
委
託
金

の
一
部
を
補
助
す
る
制
度
で
す
。

■
対
象
／

▼
住
宅
３
戸
以
上
で
行
う
延
長
30
㍍
以
上

　

の
車
両
通
行
可
能
な
道
路
の
除
排
雪

▼
次
に
該
当
す
る
自
力
除
雪
が
困
難
と
民

　

生
委
員
が
認
め
た
町
民
税
非
課
税
世
帯

　

が
行
う
延
長
30
㍍
以
上
の
車
両
通
行
可

　

能
な
道
路
の
除
排
雪

　

①
65
歳
以
上
の
高
齢
者
世
帯

　

②
心
身
障
が
い
や
疾
病
な
ど
の
世
帯

を
記
入
の
上
、
11
月
13
日
ま
で
に
倶
知
安

商
店
連
合
会
に
郵
送
か
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
今
回
の
購
入
は
1
世
帯
4
万
円
（
８

セ
ッ
ト
）
ま
で
で
、申
込
多
数
の
場
合
は
、

購
入
限
度
額
が
下
が
っ
た
り
抽
選
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
商
品
券
は
20
％
の
プ
レ
ミ
ア
ム
が

つ
い
て
、
1
セ
ッ
ト
5
千
円
で
購
入
し
た

商
品
券
で
6
千
円
分
の
買
い
物
が
で
き
倶

知
安
商
店
連
合
会
の
商
品
券
取
扱
店
な
ど

で
使
用
で
き
ま
す
。
有
効
期
限
は
平
成
29

年
3
月
31
日
ま
で
で
、
期
限
内
に
使
用
し

な
か
っ
た
場
合
、商
品
券
は
無
効
と
な
り
、

払
い
戻
し
も
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
お
釣

り
は
出
ま
せ
ん
の
で
千
円
以
下
の
買
い
物

で
の
使
用
に
は
ご
注
意
願
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
今
月
号
の
折
込
チ
ラ
シ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
倶
知
安
商
店
連
合
会
☎
23
―
０
２
２
２

年
末
調
整
・
確
定
申
告
ま
で
大
切
に
保
管
を

　

国
民
年
金
保
険
料
は
所
得
税
法
お
よ
び

地
方
税
法
上
、
健
康
保
険
や
厚
生
年
金
な

ど
の
社
会
保
険
料
を
納
め
た
場
合
と
同
様

に
、
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
そ
の
年
の

課
税
所
得
か
ら
控
除
さ
れ
、
税
額
が
軽
減

さ
れ
ま
す
。

　

平
成
28
年
1
月
1
日
か
ら
9
月
30
日
ま

で
の
間
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ

た
方
は
、「
社
会
保
険
料(

国
民
年
金
保

険
料)

控
除
証
明
書
」
が
11
月
上
旬
頃
に
、

平
成
28
年
10
月
1
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で

の
間
に
今
年
は
じ
め
て
国
民
年
金
保
険
料

を
納
付
さ
れ
た
方
は
、
翌
年
の
2
月
上
旬

に
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
の

で
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
際
に
は
必

　

時
か
ら
公
民
館
に
て
、
電
話
受
付
は
11

　

月
９
日
（
水
）
か
ら

問
町
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課

　

☎
22
―
４
１
５
１

　

詳
し
く
は
今
月
の
折
込
チ
ラ
シ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

■
日
時
／
平
成
29
年
１
月
８
日
（
日
）
14

　

時
〜
（
受
付
13
時
）

■
場
所
／
町
文
化
福
祉
セ
ン
タ
ー

■
対
象
者
／
平
成
８
年
４
月
２
日
〜
平
成

　

９
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方

■
そ
の
他
／
12
月
上
旬
に
案
内
を
発
送
し

　

ま
す
。
ま
た
現
在
、
就
学
・
就
職
な
ど

　

で
倶
知
安
町
に
住
民
票
が
な
い
場
合
で

　

も
出
席
で
き
ま
す
の
で
、
参
加
希
望
者

　

は
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
町
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課

　

☎
22
―
４
１
５
１

■
日
時
／
11
月
6
日
（
日
）
12
時
30
分
開

　

場
、
13
時
開
演

■
場
所
／
町
文
化
福
祉
セ
ン
タ
ー

【
参
加
団
体
】

　

聖
月
流
聖
江
会
、
八
千
穂
流
詩
舞
研
究

会
、
日
本
吟
詠
連
盟
、
吟
詠
詩
舞
研
究
会
、

北
海
道
詩
吟
連
盟
（
錦
穂
会
、
錦
明
会
、

岳
鵬
会
、
城
葉
回
生
会
、
桑
麓
会
）

　

第
２
回
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
の
販
売
が

始
ま
り
ま
す
。

　

購
入
に
は
今
月
号
の
広
報
折
込
み
チ
ラ

シ
に
あ
る
「
購
入
申
込
書
」
に
必
要
事
項

－15－

周

知

開

催

■
結
団
式
／
12
月
４
日
（
日
）

問
倶
知
安
観
光
協
会

　

☎
55
―
５
３
７
２
（
廣
瀬
）

　

日
用
品
や
服
な
ど
を
販
売
し
ま
す
。
会

員
手
作
り
の
小
物
な
ど
も
販
売
し
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
遊
び
に
来
て
く
だ
さ
い
。

■
日
時
／
11
月
18
日
（
金
）
10
時
30
分
〜

　

11
時
30
分

■
場
所
／
世
代
交
流
セ
ン
タ
ー

問
０
９
０
―
７
５
１
８
―
２
４
９
８
（
星

　

野
、
平
日
９
時
〜
17
時
）

町
内
の
小
中
高
校
生
の
代
表
８
人
が

「
一
日
議
員
」
と
な
り
、
西
江
町
長
に
質

問
を
し
ま
す
。
議
長
、
事
務
局
長
も
全
て

子
ど
も
た
ち
が
主
体
と
な
っ
て
行
う
も
の

で
、
一
般
の
方
の
傍
聴
も
で
き
ま
す
。

■
日
時
／
11
月
23
日
（
水
）
９
時
30
分
〜

■
場
所
／
倶
知
安
町
役
場
3
階
議
場

問
青
少
年
セ
ン
タ
ー
☎
22
―
４
１
５
１

　
（
遠
藤
）

マ
マ
の
心
と
身
体
を
支
え
る『
産
後
ヨ
ガ
』

■
講
師
／
湯
浅
典
子
氏
（
産
後
ヨ
ガ
イ
ン

　

ス
ト
ラ
ク
タ
ー
・
マ
マ
と
ベ
ビ
ー
の
ヨ

　

ガ
認
定
講
師
）

■
日
時
／
11
月
24
日
（
木
）
10
時
〜
11
時

■
場
所
／
絵
本
館
２
階

■
対
象
者
／
０
〜
２
歳
児
の
親
子

■
参
加
料
／
無
料

■
募
集
組
／
15
組
（
申
込
先
着
順
）

■
申
込
受
付
／
11
月
8
日
（
火
）
午
前
10

プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
販
売

社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
が
発
行
さ
れ
ま
す

わ
ん
ぱ
く
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
バ
ザ
ー

全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ

ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間

私
道
等
除
雪
費
用
補
助

全
町
子
ど
も
議
会

倶
知
安
町
子
育
て
講
座

成
人
記
念
式
典「
は
た
ち
の
つ
ど
い
」

連
合
吟
詠
剣
詩
舞
発
表
大
会



〇
介
護
の
た
め
の
残
業
免
除
の
新
設

〇
育
児
休
業
お
よ
び
介
護
休
業
が
取
得
で

　

き
る
有
期
契
約
労
働
者
の
範
囲
拡
大

〇
い
わ
ゆ
る
マ
タ
ハ
ラ
・
パ
タ
ハ
ラ
な
ど

　

の
防
止
措
置
新
設
な
ど

　

事
業
主
は
就
業
規
則
な
ど
の
改
正
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

問
厚
生
労
働
省
北
海
道
労
働
局

　

☎
０
１
１
―
７
０
９
―
２
７
１
５

　

広
報
９
月
号
で
お
知
ら
せ
し
た
「
臨
時

福
祉
給
付
金
」、「
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金

受
給
者
向
け
給
付
金
」
の
申
請
は
、
11
月

30
日
ま
で
で
す
。

■
受
付
期
間
／
11
月
30
日(

水)

ま
で(

土

　

日
、
祝
日
を
除
く) 

8
時
45
分
〜
17

　

時
30
分

■
申
請
場
所
／
町
保
健
福
祉
会
館

■
必
要
書
類
な
ど
／

　

・
印
鑑

　

・
対
象
者
全
員
の
本
人
確
認
書
類
（
保

　
　

険
証
、
免
許
証
な
ど
）

　

・
振
込
を
希
望
す
る
預
金
通
帳

　

・
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
る
年

　
　

金
額
改
定
通
知
な
ど
年
金
受
給
状
況

　
　

が
わ
か
る
書
類(

障
害
・
遺
族
基
礎

　
　

年
金
受
給
者
向
け
給
付
金
を
申
請
す

　
　

る
場
合)

問
町
福
祉
医
療
課
福
祉
係
給
付
金
担
当　

　

☎
23
―
０
５
０
０

　

町
防
災
行
政
無
線
な
ど
で
緊
急
地
震
速

報
の
放
送
が
あ
り
ま
す
。
日
頃
か
ら
家
具

の
固
定
な
ど
地
震
へ
の
備
え
を
し
、
避
難

場
所
な
ど
も
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

消 費 者 コ ー ナ ー
倶知安消費者協会

消費生活展を開きます

　町の文化祭にあわせて消費生活展を 11

月 2 日から 11 月 6 日まで、世代交流セン

ターで開きます。

　本年も、リサイクル作品の発表をはじめ、

地産地消や、安全な生活を求めての諸展示

を計画しています。

　また、生活に関するアンケートや、臨時

苦情相談室、各資料配付なども考えていま

す。ぜひご来場ください。

 　新手の詐欺が横行しているようです

　うまい話は、転がっているものではあり

ません。おかしいなと思ったら下記にご相

談ください。

■消費生活相談室（公民館１階団体室）

■月・水・金曜日 10 時～ 15 時

　☎ 23 ー 1522

■時間外の緊急相談は☎ 22 ー 2101( 荒野）
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「
臨
時
福
祉
給
付
金
」「
障
害
・
遺

族
基
礎
年
金
受
給
者
向
け
給
付
金
」

▼
酪
農
家
が
行
う
延
長
が
１
０
０
㍍
以
上

　

の
乳
牛
運
搬
用
道
路
の
除
雪

■
補
助
金
／
予
算
の
範
囲
内
で
補
助
対
象

　

ご
と
に
決
定

■
申
請
手
続
き
／
建
設
課
備
え
付
け
の
申

　

請
書
、
位
置
図
、
受
益
者
名
簿
な
ど
の　

　

必
要
な
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

■
申
請
期
限
／
12
月
1
日(
木)

必
着

　
平
成
29
年
1
月
1
日
よ
り

〇
65
歳
以
上
の
方
も
雇
用
保
険
の
適
用
対

　

象
に
な
り
ま
す

①
平
成
29
年
1
月
1
日
以
降
に
新
た
に
65

　

歳
以
上
の
労
働
者
を
雇
用

②
平
成
28
年
12
月
末
ま
で
に
65
歳
以
上
の

　

労
働
者
を
雇
用
し
平
成
29
年
1
月
1
日

　

以
降
継
続
し
て
雇
用

　

①
②
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
雇
用
保
険

の
適
用
要
件
（
1
週
間
の
所
定
労
働
時
間

が
20
時
間
以
上
、
31
日
以
上
の
雇
用
見
込

が
あ
る
こ
と
）
を
満
た
す
場
合
は
管
轄
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
に
「
雇
用
保
険
被
保
険
者
資

格
取
得
届
」
を
提
出
。（
②
の
場
合
は
提

出
期
限
の
特
例
が
あ
り
ま
す
。
平
成
29
年

3
月
31
日
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。）

〇
65
歳
以
上
の
被
保
険
者
も
教
育
訓
練
給

　

付
金
や
介
護
休
業
給
付
金
な
ど
の
支
給

　

対
象
と
な
り
ま
す

問
岩
内
公
共
職
業
安
定
所
倶
知
安
分
室
☎

　

22
―
０
２
４
８

■
施
行
日
／
平
成
29
年
１
月
１
日

《
主
な
改
正
点
》

〇
介
護
休
業
の
分
割
取
得

〇
介
護
・
看
護
休
暇
の
取
得
単
位
の
柔
軟
化

■
日
時
／
11
月
4
日
（
金
）
10
時
頃
、

　

11
月
29
日
（
火
）
11
時
頃

〇
緊
急
地
震
速
報
を
聞
い
た
ら

　

・
頭
を
守
っ
て
、
安
全
な
場
所
へ
！

　

・
危
な
い
場
所
か
ら
離
れ
て
！

　

・
お
店
で
は
、
あ
わ
て
ず
係
員
の
指
示

に
従
っ
て
！

※
訓
練
の
緊
急
地
震
速
報
は
、
テ
レ
ビ
・

　

ラ
ジ
オ
の
放
送
や
、携
帯
電
話
・
ス
マ
ー

　

ト
フ
ォ
ン
の
緊
急
速
報
メ
ー
ル
（
エ
リ

　

ア
メ
ー
ル
）
に
は
流
れ
ま
せ
ん

問
町
総
務
課
危
機
管
理
室
防
災
担
当
係

　

☎
56
―
８
０
０
０

　

プ
レ
ハ
ブ
・
コ
ン
テ
ナ
な
ど
は
建
築
基

準
法
の
「
建
築
物
」
に
な
り
、
建
築
確
認

申
請
が
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

期
間
を
限
定
し
て
営
業
す
る
飲
食
・
物

販
店
も
、
確
認
申
請
の
対
象
と
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
、
設
置
を
検
討
し
て
い

る
方
は
建
築
士
な
ど
に
相
談
し
ル
ー
ル

（
建
築
基
準
法
・
景
観
法
・
町
建
築
指
導

要
綱
）
を
守
っ
て
設
置
し
ま
し
ょ
う
。

※
ス
キ
ー
場
周
辺
の
地
区
で
は
、
景
観
申

　

請
も
必
要
に
な
り
ま
す
。

問
後
志
総
合
振
興
局
建
築
指
導
課
建
築
住

　

宅
係
☎
23
―
１
３
７
３
、
町
ま
ち
づ
く

　

り
新
幹
線
課
建
築
指
導
係
・
ま
ち
づ
く

　

り
係
☎
56
―
８
０
１
２

　

様
々
な
事
情
に
よ
り
家
庭
で
暮
ら
せ
な

い
子
ど
も
た
ち
は
、
全
国
で
約
４
万
６
千

人
い
ま
す
。
こ
う
し
た
子
ど
も
の
う
ち
、

自
分
の
家
庭
に
受
け
入
れ
て
育
て
る
方
を

「
里
親
」
と
言
い
ま
す
。「
里
親
」
は
特
別

な
方
し
か
な
れ
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
実

際
に
は
ど
こ
に
で
も
い
る
普
通
の
家
庭
の

お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
た
ち
で
も
な
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
里
親
と
し
て
登
録

し
、
家
庭
で
生
活
で
き
な
い
子
ど
も
た
ち

の
養
育
を
担
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

問
北
海
道
中
央
児
童
相
談
所
☎
０
１
１
―

　

６
３
１
―
０
３
０
１
（
矢
野
）

緊
急
地
震
速
報
の
訓
練
に
つ
い
て

雇
用
保
険
の
適
用
拡
大
に
つ
い
て

育
児
・
介
護
休
業
法
お
よ
び
男
女
雇

用
機
会
均
等
法
が
改
正
さ
れ
ま
す

「
里
親
制
度
」
に
つ
い
て

プ
レ
ハ
ブ
・
コ
ン
テ
ナ
な
ど
の

設
置
を
検
討
さ
れ
て
い
る
方
へ



灯
油
や
ガ
ソ
リ
ン
の
漏
洩
事
故
を
防
ぎ
ま

し
ょ
う
。

　　

秋
も
深
ま
り
、
各
家
庭
で
は
暖
房
器
具

を
使
用
す
る
季
節
と
な
り
ま
し
た
。

　

ポ
ー
タ
ブ
ル
式
灯
油
ス
ト
ー
ブ
に
給
油

す
る
場
合
は
、
ス
ト
ー
ブ
の
火
が
完
全
に

消
え
た
こ
と
を
確
認
し
て
か
ら
給
油
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

暖
房
用
灯
油
、
除
雪
機
用
ガ
ソ
リ
ン
な

ど
を
保
管
す
る
と
き
は
、
必
ず
専
用
の
容

器
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
ホ
ー
ム
タ
ン

ク
に
つ
い
て
も
漏
洩
事
故
防
止
の
た
め
配

管
の
ひ
び
割
れ
や
残
量
ゲ
ー
ジ
な
ど
の
破

損
が
無
い
か
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
　火
の
用
心
を
お
願
い
し
ま
す
。

消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

ま
ち
の
事
件
簿
ー
地
域
安
全
ニ
ュ
ー
ス

10 月 14 日 ( 金 ) までに住民環境課住民係へ

届け出があったもので、承諾を受けた内容

について掲載しています。

平成 28年 平成 27年
人　身 26件 15件
物　損 448 件 372 件
死　者 0名 0名

9 月末までの
町内交通事故発生状況

平成 28年 平成 27年
火　災 6件 13件
救　急 626件 626件
救　助 31件 23件
その他 64件 56件

9 月末までの災害出動状況

おたんじょう
おめでとう

人の動き　平成 28 年 9月末現在

人　　　　　口

　　　男

　　　女

世　　帯　　数

15,300 人

 7,666 人

 7,634 人

7,838 世帯

（前月比 - 24）

（前月比 - 14）

（前月比 - 10）

（前月比 -  7）

うち外国籍住民 457人（前月比 ±  0）

主
な
事
件

▽
窃
盗
（
空
き
巣
）
事
件
の
発
生

　

不
在
中
の
住
宅
か
ら
金
銭
が
盗
ま
れ
る

事
件
が
発
生
し
ま
し
た

▽
窃
盗
（
車
上
ね
ら
い
）
事
件
の
発
生

　

駐
車
車
両
内
か
ら
カ
ー
ド
類
が
盗
ま
れ

る
事
件
が
発
生
し
ま
し
た

▽
建
造
物
侵
入
事
件
の
発
生

　

建
物
の
ガ
ラ
ス
が
割
ら
れ
、
内
部
に
侵

入
さ
れ
る
事
件
が
発
生
し
ま
し
た

交
通
事
故

▽
９
月
９
日
、
直
進
車
両
と
小
学
生
児
童

が
衝
突
す
る
事
故
が
発
生
し
ま
し
た

▽
９
月
９
日
、
直
進
車
両
と
右
折
待
ち
停

止
車
両
の
追
突
事
故
に
よ
り
、
停
止
車
両

が
押
し
出
さ
れ
、
対
向
車
両
と
衝
突
す
る

多
重
衝
突
事
故
が
発

生
し
ま
し
た

ごめいふくをお祈りします

  遺言を実現しようとするとき、書いた本人は、もうこの世にい

ないので、本当に本人が書いたのか、どういう意味なのかなどを、

本人に確認することができません。そのため、遺言書の書き方に

ついて、法律でルールが決められています。自筆で書く遺言書の

場合には、作り方にも、訂正の仕方にも、ルールがあります。

　さて、気が変わり、前に作った遺言を撤回することがあります

が、民法は、「いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部

又は一部を撤回することができる」としており、やはりルールに

従い撤回する必要があります。書いた本人が自分の意思で「破棄」

したときも、撤回したとみなすことが認められています。

　最高裁平成 27 年 11 月 20 日判決の事案では、発見された遺言

書には、文面全体の左上から右下にかけて赤色のボールペンで 1

本の斜線が引かれていました。この事件で大きく争われたのは、

本人が斜線を引いたことが、「破棄」であり、遺言の撤回といえ

るかどうかでした。最高裁は、遺言書の文面全体に斜線を引くこ

とは、遺言の全部の効力を失わせる意思の表れとみるのが相当で

あるとして、撤回を認めました。

　遺言の抹消には、様々な事案が考えられますので、ひとつの参

考事例として、この最高裁をご紹介します。

　ご自身の意思が、亡き後、きちんと実現されるよう、また、遺

された大切な人が、遺言をめぐり争うことの無いよう、遺言は、

ルールに従い、作成したり、撤回したりすることが肝要といえる

でしょう。
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遺
言
書
の
撤
回

岩内ひまわり
基金法律事務所

弁護士　古宮　靖子
　☎      0135-61-4777
　FAX　0135-61-4888


